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安全委員長

　令和４年１２月２日（金）に「建設業年末年始労働災害防止強調期間」併せて、年末

官民合同建設現場安全パトロールを実施しました。

　当日は、磐田労働基準監督署重信署長をはじめ、静岡県発注機関の袋井土木事務所

安田検査監、中遠農林事務所秋山検査監、企業局西部事務所鈴木工務課長にご参加頂き、

官民総勢２６名のによる年末の建設現場安全パトロールでした。

　当協会会員事業所においては、毎月経営者及び安全担当者が自社の現場をパトロール

点検し、社内に於いて労災事故防止への意識を高めています。併せて各社からはその現場

パトロール点検を実施した内容については、労災無災害運動の一環として「職場安全衛生

巡視報告書」を協会宛に報告の提出依頼をしております。

　また、安全教育用ＤＶＤの活用等による安全ミーティングなどの社内の水平展開の実施

により、各自の安全意識は向上していると思われますが、個々に安全意識の差もあるので、

今後の改善課題とし、管内における労災事故防止に取り組むよう会員一丸となり更に努力

します。

　ここに、年末官民合同建設現場安全パトロール時の参加者の講評感想結果をまとめまし

たので、資料として送付させていただきます。特に「建設業者の今後の目標」については、

建災防袋井分会として、また当協会員の全員が取り組んでいく課題として一層努力して

いきたいと思いますので、今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　今回も各方面の皆様にご協力いただき、深く感謝申し上げます。

≪追記≫

年度末に向かうこの時期は、気温の低下や強風により現場の環境は更に事故が危惧され

る状態です。静岡労働局及び静岡県交通基盤部より労災事故防止の通知が年末より

出ております。特に工事の輻輳する年度末に向けて、強風対策や架空線事故の対策等に

対するKY活動の徹底をお願いします。

『年末官民合同建設現場安全パトロール実施結果について』

　　 一般社団法人袋井建設業協会

令和　５年１月２５日

建設業労働災害防止協会袋井分会

中村　勝利

中山　勝義



○ 令和　４年１２月 ２日（ 金 ）13:20～16:50　     

○ 磐田労働基準監督署 名

静岡県袋井土木事務所 名

静岡県中遠農林事務所 名

静岡県企業局西部事務所 名

袋井建設業協会役員 名

建災防袋井分会安全指導者 名

計 名

○ パトロール箇所 小笠地区 1 班 2 箇所 車1台 参加者 6 名

掛川地区 1 班 2 箇所 車1台 参加者 6 名

磐田地区 1 班 2 箇所 車2台 参加者 7 名

袋井・森地区 1 班 2 箇所 車2台 参加者 7 名

計 4 班 8 箇所 名

○ スケジュール

13：20～13：40 顔合せ、あいさつ、参加者紹介、日程説明

13：40～　 出発　各地区現場へ

各班毎に各現場パトロール実施

16：00～16：10 帰着　報告書まとめ

16：20～16：50 パトロール報告会 地区別講評他

（一社）袋井建設業協会安全委員会

建設業労働災害防止協会袋井分会

令和４年度　年末官民合同建設現場安全パトロール実施報告書

パトロール実施日

パトロール参加者 4

26

車6台 26

1

1

1

4  ※内役員3名は安全指導者。

15

《官民合同現場安全パトロール》

《顔合せ》 《報告会》



【建設業協会会員の今後の目標】

建設業労働災害防止規程を遵守する。

重機作業における立入禁止措置を行う。

建設用機械や工事車両通路における法肩部の注意喚起を行う。

施工現場内での転倒防止措置(段差解消や角の浮きの解消）を徹底する。

施工現場内に看板等の標示物を設置し、作業員全員に周知させる。

公衆災害の防止・第三者事故の防止の徹底する。

現場における新型コロナウイルス感染症対策及び早期のインフルエンザ対策を実施。

リスクアセスメントを活用したKY活動を実施し、安全掲示板に掲示する。

ワイヤーのキンクは使用してはならない。徹底排除する。

令和5年10月1日法改正「建築物石綿含有建材調査者」対応のための受講推進をする。

【各班パトロール状況】

●　小笠班 ●　磐田班

●　掛川班 ●　袋井森班
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【パトロール実施結果】

指　摘　事　項 推　奨　事　項

袋井森班 ・特になし

・掲示物等整然と配置され見やすい状況と
なっている。
・民家が近いために、発電機周りに防音
シートを設置してあり地域住民への配慮が
されてる。
・風が強い場所であるため吹き流しの設置
がしっかりとされている。

指　摘　事　項 推　奨　事　項

磐田班

・作業エリアの区画等がバリケードやカ
ラーコーンでしっかりと行われているが、
日をまたいで作業を行う箇所については、
しっかりとした仮設での区画を行うように
してください。

・作業エリアが明示され、誘導員がしっか
りと端々に配置されており、通行者に配慮
されている。
・敷き鉄板上に安全通路の明示がしっかり
とされている。
・架空線に対する表示がしっかりと行われ
ている。

指　摘　事　項 推　奨　事　項

掛川班

・作業場敷き鉄板の角が浮いているため、
転倒防止の安全策を講じてください。
・キンクしているワイヤーの使用がありま
すので使用しないようにしてください。

・場内の整理整頓がされ、掲示物等も多く
関係者に見やすく掲示をされている。
・第三者対策が良好であり、旗を持った合
図者等の安全意識も良好である。
・公道に出る箇所に一旦停止等の看板と白
線が設置されている。

指　摘　事　項 推　奨　事　項

小笠班 ・特になし

・作業員通路の明確化がされていた。
・仮設電源の盤の区画がしっかりと行われ
ていた。
・ヤード廻りの区画等がしっかりと行わ
れ、場内の整備がしっかりと行われてい
る。



【パトロール実施時における指摘、推奨写真】

●　小笠班 推奨事項 推奨事項

●　掛川班 推奨事項 推奨事項

●　磐田班 指摘事項 推奨事項

●　袋井森班 推奨事項 推奨事項

場内第三者の立入禁止措置 明確な掲示の状況

公道への退場時、一時停止の明示
キンクしたワイヤーの使用
※安衛則 217条・クレーン則 215条

単管等によるしっかりとした区画が必要 安全通路昇降階段の設置

発電機周辺に防音措置 女子トイレの設置及び目隠し


